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2018年 07月 10日 

電子出版制作・流通協議会 

電子図書館・コンテンツ教育利用部会 

 

 
「大学図書館 電子図書館･電子書籍サービスのアンケート 2019」の用語の説明 
 
以下の用語の説明は、今回のアンケートのご回答をいただくための用語解説となります。 
 
【１】「電子図書館サービス」及び「電子図書館貸出サービス」 
・このアンケートにおいて「電子図書館サービス」とは、以下の①から⑤のサービスをいいます。 
・①の「電子書籍サービス」については、ライセンス契約により電子書店を提供するサービス
をいいます。 
 

「電子図書館サービス」 

  サービス名 サービス内容 サービス例 

① 電子書籍サービス 
・電子書籍をライセンスを限定して

利用できるサービス 

例： 

・Maruzen eBookLibrary(丸善雄松堂） 

Kinokuniya Digital Library(KinoDen)

（紀伊國屋書店） 

・EBSCOhost（EBSCO Japan) 

・Springer eBook(Springer 社） 

・Rakuten OverDrive(メディアドゥ） 

・医書 jp(医書ジェーピー） 

・Wiley Online Library(Wiley 社） 

・LibrariE&TRC-DL 

・LibrariE 

② 電子ジャーナルサービス 
・オンライン学術ジャーナルの提供

サービス 
・Sience Direct(Elsevier 社） 

③ 

国立国会図書館 図書館

向けデジタル化資料送信

サービス 

・絶版等の理由で入手困難な資料

を全国の公共・大学図書館等の館

内で利用できるサービス 

国立国会図書館 

④ データベース提供サービス 

・新聞や雑誌、統計情報、専門情

報などのデータベース提供サービ

ス 

・ジャパンナレッジ 

・医中誌 Web 

・日経 BP 記事検索サービス 

・聞蔵Ⅱ（朝日新聞）等 

⑤ デジタルアーカイブの提供 

・図書館所有の貴重書、広報の紙

の資料などを電子化して提供する

サービス 

・ADEAC(TRC-ADEAC) 

・AMLAD(NTT データ） 

⑥ 音楽配信サービス 
・ミュージックライブラリー提供、オ

ーディオブック、朗読配信サービス 
・ナクソス･ミュージック･ライブラリー 

 

※当アンケートでは、Web での図書検索・貸出予約サービス、OPAC 検索は「電子図書館サービス」と

はしておりません。 



 

2 

 

 

【２】「電子書籍コンテンツ」 

（アンケート中は単に「コンテンツ」と略すことがあります） 

・「電子書籍コンテンツ」とは、電子書籍サービスとしてパソコンやタブレット・スマートフォ

ンなどに提供される電子版の書籍コンテンツのことをいいます。 

・「電子書籍コンテンツ」は、電子書籍ビューア及び、電子書籍専用端末で閲覧できるように技

術的な処理がされ、電子的提供ができるような著作権者との権利処理を行い、電子的にデータベ

ース検索ができるように書誌情報等を総合的に提供されます。 

 

【３】「電子書籍端末」「電子書籍ビューア」 

・「電子書籍端末」「電子書籍ビューア」とは、電子書籍を読むことができる電子端末、電子書

籍を読むことができるソフトウェア（アプリケーション）のことをいいます。 

・電子書籍は、 パソコンや、スマートフォン・タブレット（iPhone、iPad、Android、Windows、

Mac等）から、アプリ（アプリケーション）や Webブラウザで読むことができます。 

 

【４】「デジタルアーカイブ」 

・「デジタルアーカイブ」とは、各大学図書館及び、大学図書館が属する大学が所有する独自の

資料、冊子、書物をデジタル化して保存、提供することを対象としています。 
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【５】国立国会図書館 「図書館向けデジタル化資料送信サービス」 

・「図書館向けデジタル化資料送信サービス」とは、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、

絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共・大学図書館等の館内で利用できるサービスのこ

とを言います。 

・国立国会図書館の承認を受けた公共図書館等においては、送信を受けた資料の閲覧・複写サー

ビスが実施できます。 

・詳細は以下のページに記載があります。http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/ 
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【６】その他、大学図書館における「電子書籍」等提供サービスの類型について 

・当アンケートでは、以下のように「電子書籍提供サービス」を分類し「電子書籍サービス」
とあるものは、下図の１-①を対象としています。 

 

大学図書館における「電子書籍」等提供サービスの類型 

（電流協 電子図書館・コンテンツ教育利用部会作成） 

分類 サービス事業者 サービス事業者 サービス例 提供形態 

1 ① 電子書籍サービス 
電子書籍サービス提供

事業者 

例： 

・Maruzen eBookLibrary(丸善雄松堂） 

Kinokuniya Digital Library(KinoDen)（紀伊國屋

書店） 

・EBSCOhost（EBSCO Japan) 

・Springer eBook(Springer 社） 

・Rakuten OverDrive(メディアドゥ） 

・Wiley Online Library(Wiley 社） 

・LibrariE&TRC-DL 

・LibrariE 

Webやアプリにより電子書籍

を利用できるサービス 

  ② 
電子ジャーナルサービ

ス 

電子ジャーナルサービ

ス提供事業者 
例：Sience Direct(Elsevier 社） 

  

  ③ 

国立国会図書館 図書

館向けデジタル化資料

送信サービス 

国立国会図書館 
説明記載（国立国会図書館ホームページ）

http://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/ 

（著作権法 31 条 3 項の規定による）国

立国会図書館デジタル資料のうち、絶

版等資料の提供 

  ④ 
データベース提供サー

ビス 

データベースサービス

提供事業者 

例：ジャパンナレッジ 

・新聞 DB/EJ(外国ジャーナル）等 

オンラインデータベース利用提供 

  ⑤ デジタルアーカイブ 

著作権者が図書館・自

治体（図書館（自館）経

由） 

例：ADAC(TRC-ADEAC) 

AMLAD（NTT データ）等 

（図書館アーカイブサービス） 

図書館自身が情報発信・広報資料 

2   
パブリックドメイン電子

書籍提供 

著作権期間終了（パブ

リックドメイン ※） 

例：青空文庫（データ）/プロジェクトGutenberg

他 

著作権期間終了の著作物の提供 

3   
障害者向け電子書籍等

提供 

著作権の制限規定によ

り、使用が可能な著作

物 

サピエ図書館 

障害者への著作物提供（著作権法 37

条の権利制限規定に準じた提供）に 

※ パブリックドメイン パブリックドメイン 
著作権（著作財産権）期間が満了しているもの。 

著作物自体は多くが無償か低額で提供されているもの。 

 


